
 
 

 

 

開催日時：令和７年 12 月 1 日（月）19 時 00 分から 20 時 10 分 
開催場所：宇野中学校 体育館ミーティングルーム 
概  要：新 PTA 会則を作成するため、現在の各中学校の PTA 会則を基に、各項目ごとの内容や

表現について協議をしました。 
 

【新ＰＴＡ会則について】 
（協議結果） 

   「名称」「目的」「方針」について取りまとめ、文面の見直しや他の文との重複の解消、新たな
内容文の追加等について再確認し、以下のとおりとすることとしました。 

 
                                  

 
（継続協議） 
「会員」や「役員」について、役員の選任方法や任期、役員の任務などを協議を行いましたが、
他の項目と関連があるため、引き続き協議することとしました。 
 
 

 

【宇野中・玉中・日比中学校区】 Vol.05

校再編準備委員会だより （ＰＴＡ部会）学 

令和 7 年 12 月 25 日発行

再編準備委員会第５回ＰＴＡ部会を開催しました

学校再編に関する情報は、市のホームページで確認できます。 
     https://www.city.tamano.lg.jp/site/kyouiku/50174.html 
             市民センターでも閲覧できます。

玉野市教育委員会学校再編推進課 
TEL：32－2818 
ﾒｰﾙ：gakkou ｰ saihen@city.tamano.lg.jp

第○章 名 称 

第○条 本会は、玉野市立玉野中央中学校ＰＴＡと称し、事務局を同校に置く。  

 第○章 目 的 

第○条 本会は次の諸項を目的とする。 

 １ 本会は、学校と家庭との連絡を密にし、生徒の成長発達を助け、学校教育の発展を図る。 

 ２ 家庭、学校及び社会における生徒の福祉を増進する。 

 ３ 学校の教育的環境の充実を図る。 
第○章 方 針 

第○条 本会運営上、下記事項に留意する。 

 １ 教育を本旨とする自主的、民主的な団体として、これを運営する。 

 ２ 営利的・宗教的・政治的な活動は行わない。 

 ３ 公選の公職者は、役員になることができない。 

 ４ 教育問題について研究協議するが、学校の管理や教職員の人事には干渉しない。
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